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国の一般歳出（当初予算）と環境保全経費の推移

国の環境保全経費の内訳（平成28年度当初予算）

注　「平成28年度予算及び財政投融資計画の説明」(財務省)より作成。

注　「予算及び財政投融資計画の説明」(財務省)、「一般歳出等の推移（当初予算）」（総務省統計局）、
　「第８回経済・財政一体改革推進委員会」（平成28年３月30日）資料３より作成。
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国における環境関連の補助金の推移

国における環境関連の補助金に係る主な事業（28年度当初予算）

注　上図で集計した補助金のうち、補助金額が上位3位の事業を抜粋し作成。

注　「エネルギー対策特別会計歳入歳出予定額各目明細書」（財務省）よりエネルギー需給勘定のエネルギー需給構造
　　高度化対策費に計上された補助金を集計し、「環境省所管一般会計歳出予算各目明細書」(財務省)より環境本省に
　　計上された補助金を集計し作成。
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28年度予算額
非化石エネルギー等導入促進 119,610,026
再生可能エネルギー固定価格買取制度施行事業費 48,300,000
クリーンエネルギー自動車導入促進対策事業費 13,700,000
風力発電のための送電網整備実証事業費 5,000,000

エネルギー使用合理化設備導入促進 81,569,971
エネルギー使用合理化等事業者支援 54,580,000
住宅・ビルの革新的省エネルギー技術導入促進事業費 11,000,000
エネルギー使用合理化特定設備等導入促進事業費 2,700,000

二酸化炭素排出抑制対策等 92,314,120
先進的省エネルギー型自然冷媒機器普及促進事業費 7,319,358
再生可能エネルギー電気・熱自立的普及促進事業費 6,000,000
地方公共団体カーボン・マネジメント強化事業費 5,000,000

293,494,117
環境保健対策推進 15,069,535
水俣病総合対策費 11,621,694
水俣病対策地方債償還費 2,848,628
水俣病総合対策施設整備費 355,413

廃棄物・リサイクル対策推進 3,821,486
廃棄物循環型社会基盤施設整備費 2,321,486
ポリ塩化ビフェニル廃棄物対策推進費 700,000
ポリ塩化ビフェニル廃棄物対策環境整備事業費 300,000

その他 686,557
19,577,578
313,071,695

主な補助事業

エネルギー対策特別会計　計①

一般会計（環境省所管分）　計②
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東京都における環境費の推移（当初予算ベース）

注 「東京都一般会計予算説明書」より作成。 
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億円
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進基金」積立金400億円

を含む
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産業部門と家庭部門のエネルギー消費量（全国、東京都）

注１　資源エネルギー庁「平成26年度（2014年度）におけるエネルギー需給実績（確報）」(平成28年４月)、
　　　「平成26年度エネルギー消費統計結果概要」及び東京都環境局「都における最終エネルギー消費及び
　　　温室効果ガス排出量総合調査（2013（平成25）年度実績）」より作成。
　２　全国の各部門の最終エネルギー消費には非エネルギー用途消費を含む。
　３　PJ（ペタ・ジュール）はエネルギー量の単位で、千兆（10の15乗）ジュール。
　　　１ジュール≒0.239カロリー（０℃の水１リットルを100℃まで沸騰させるには、418kJ（キロ・ジュール）
　　　＝418,000Jが必要。）
　　　PJの数字に0.0258を乗じると、原油換算百万kLとなる。
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国分
地方分

(譲与分)

自動車用石油ガス
　充てん場から移出し、又は保税地域か
ら引き取るもの

17.5円/kg 183億円 90億円 93億円
一般財源
（税収の1/2は都道府県及び指定市の一般財源としての譲与）

軽油
　特約業者又は元売業者からの引取りで
当該引取りに係る軽油の現実の納入を伴
うもの

32.1円/ℓ
（本則:15.0円/ℓ)

9,245億円 - 9,245億円 一般財源

航空機燃料
　航空機に積み込まれるもの

18.0円/ℓ ※H29.３までの特例税率
（本則：26.0円/ℓ）

669億円 520億円 149億円 空港整備等（税収の2/9は空港関係市町村及び空港関係都道府県の空港対策費として譲与）

原油・石油製品、ガス状炭化水素、石炭
　採取場から移出し、又は保税地域から
引き取るもの

•原油、石油製品 2,040円/kℓ
•LPG、LNG等 1,080円/t
•石炭 700円/t

6,880億円

地球温暖化対策
のための税

CO2排出量に応じた税率を上乗せ
※H24.10から施行。３年半かけて税率を
段階的に引き上げ

•原油、石油製品 760円/kℓ
•LPG、LNG等 780円/t
•石炭 670円/t

-

販売電気
　一般電気事業者が販売するもの

375円/1,000kwh 3,200億円 3,200億円 -

電源立地対策

電源利用対策

原子力安全規制対策

計

自動車
　自動車検査証の交付等を受ける検査自
動車及び車両番号の指定を受ける届出軽
自動車

[例]
車両重量0.5t･１年につき
・自家用　4,100円
・営業用　2,600円
（本則：いずれも2,500円)

6,476億円 3,850億円 2,626億円
一般財源
（税収の407/1000は、市町村の一般財源として譲与）
税収の一部を公害健康被害の補償費用として交付

自動車
　４月１日に所有する乗用車、トラック
等

[例]乗用車･自家用
総排気量1.5ℓ～２ℓ 39,500円/年

15,248億円 - 15,248億円 一般財源

軽自動車等
　４月１日に所有する軽自動車、原動機
付自転車等

[例]軽乗用車･自家用
10,800円/年

2,442億円 - 2,442億円 一般財源

自動車
　取得する自動車

・自家用　　　　　　　取得価額の３％
・営業用・軽自動車　　　〃　　の２％
（本則：いずれも３％）

1,075億円 - 1,075億円
一般財源
（税収の95/100×7/10は市町村に交付（この他、指定都市に加算））

計 2兆5,241億円

自動車重量税
（国）

自動車税
（都道府県）

軽自動車税
（市町村）

自動車取得税
（都道府県）

軽油引取税
（都道府県)

課税対象 税率
税目

（課税主体）

4兆6,615億円

電源開発促進税
（国）

航空機燃料税
（国）

揮発油
　製造場から移出し、又は保税地域から
引き取るもの

燃料安定供給対策

エネルギー需給構造高度化対策

石油石炭税
（国）

6,880億円 -

揮発油税
（国）

23,860億円

使途

一般財源
（譲与分は、都道府県、指定市及び市町村の一般財源としての全額譲与）

税収
(H28年度予算）

26,438億円

石油ガス税
（国）

2,578億円
国　分：48.6円/ℓ（本則：24.3円/ℓ）
譲与分：5.2円/ℓ（本則：4.4円/ℓ）

石油、可燃性天然ガス及び石炭の安定的かつ低廉な供給の確保を図るための、石油及び天然ガス等の開発、備蓄などの措置

内外の経済的社会的環境に応じた安定的かつ適切なエネルギーの需給構造の構築を図るための、省エネルギー・新エネルギー

対策等の措置及びエネルギー起源CO2排出抑制対策などの措置

発電用施設周辺地域整備法の規定に基づく交付金の交付及び発電用施設の周辺の地域における安全対策のための財政上の措置

その他の発電の用に供する施設の設置及び運転の円滑化に資するための財政上の措置

発電用施設の利用の促進及び安全の確保並びに発電用施設による電気の供給の円滑化を図るための財政上の措置

原子力発電施設等に関する安全の確保を図るための措置（独立行政法人原子力安全基盤機構に対する交付金の交付を含む。）

注 「我が国の環境関連税制」（環境省）、「平成28年度租税及び印紙収入概算」（財務省）、「平成28年度地方財政計画」（総務省）等をもとに作成。 

我が国のエネルギー関連税・車体課税 
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我が国のエネルギー関係税の税率水準

注１　環境省資料、財務省資料等により作成。

　２　航空機燃料税の税率は、平成26年4月1日から平成29年3月31日までの間に適用される税率。

　３  石油ガス税の税率は、液体時の体積による。

　４　石油石炭税のうち、上乗せ部分（地球温暖化対策のための税）の税率は、平成28年4月1日より適用の税率。

　５　電気にかかる石油石炭税は、発電のために実際に利用される化石燃料の種類と量によって変動する。
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（注５） 

9



注１ 「地方税関係資料ハンドブック（平成27年）」（一般財団法人 地方財務協会）により作成。 
 ２ 英、独、仏、米は2014年12月時点、IEA調べ。韓国は2014年12月第５週時点、韓国石油公社調べ。 
   日本は2014年12月22日時点、資源エネルギー庁調べ。 
 ３ 日本の税負担額には軽油引取税、石油石炭税、消費税（12月現在の税率である８%で計算）が含まれ 
   る。軽油に係る日本の石油石炭税の本則税率は2.04円/ℓであるが、地球温暖化対策のための課税の 
   特例により、2014年４月１日から2.54円/ℓとなっており、本比較では、12月現在の税率である 

   2.54円/ℓとして計算している。 

 ４ 邦貨換算レート：１ドル＝120円、１カナダドル＝104円、１ポンド＝187円、１ユーロ＝147円、 

   100ウォン＝11円（2014年12月の為替レートの平均値、Bloomberg）。なお、端数は四捨五入している。 
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(14.4%) 
0
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150

200

250

イギリス ドイツ フランス 韓国 日本 アメリカ

税負担額

軽油価格

（円/ℓ）

229.5円

129.3円

179.6円

152.4円

169.6円

107.7円

< 日本と諸外国の軽油価格・税負担額の比較(2014年12月) > 

注１ 「地方税関係資料ハンドブック（平成27年）」（一般財団法人 地方財務協会）により作成。 
 ２ 英、独、仏、米は2014年12月時点、IEA調べ。韓国は2014年12月第５週時点、韓国石油公社調べ。 
   日本は2014年12月22日時点、資源エネルギー庁調べ。 
 ３ 日本の税負担額には揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、消費税（12月現在の税率である８%で計算） 
   が含まれる。ガソリンに係る日本の石油石炭税の本則税率は2.04円/ℓであるが、地球温暖化対策のための 
   課税の特例により、2014年４月１日から2.54円/ℓとなっており、本比較では、12月現在の税率である 

   2.54円/ℓとして計算している。 

 ４ 邦貨換算レート：１ドル＝120円、１カナダドル＝104円、１ポンド＝187円、１ユーロ＝147円、 

   100ウォン＝11円（2014年12月の為替レートの平均値、Bloomberg）。なお、端数は四捨五入している。 

化石燃料の価格と税負担 
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目　　的 中小企業者の省エネルギー設備等の取得を税制面から支援

手　　法 事業税の減免

「地球温暖化対策報告書」等を提出した中小企業者 注１
　　　注１

 資本金１億円以下の法人、個人事業者等

次の要件を満たすもの
　 ①　特定地球温暖化対策事業所等以外の事業所において取得されたもの
　 ②　省エネルギー設備及び再生可能エネルギー設備 注２ で
　　   環境局が導入推奨機器として指定したもの
　　  注２ 空調設備、照明設備、太陽光発電システム等

設備の取得価額（上限２千万円）の２分の１を取得年度の税額から減免
ただし、当期税額の２分の１を限度
   　※　減免しきれなかった額は、翌年度税額からも減免可

次の期間に設備を取得し、事業の用に供した場合に適用
 （法人）　  平成22年3月31日から平成33年3月30日までの間に終了する
　　　　　  各事業年度
 （個人）　　平成22年1月1日から平成32年12月31日までの間

　

目　　的 環境負荷の小さい次世代自動車の取得を税制面から支援

手　　法 自動車税及び自動車取得税の免除

平成21年度から32年度までに新車新規登録された、水素を燃料とする燃料
電池自動車、電気自動車（燃料電池自動車を除く）及びプラグインハイブリッド
自動車
※電気自動車（燃料電池自動車を除く）及びプラグインハイブリッド自動車に対する平成28年
3月31日までの適用期限を、平成33年3月31日まで5年延長
（平成28年第一回都議会定例会に東京都都税条例改正案を提出する予定。）

（自動車税）
　　新車新規登録を受けた年度（月割）及び翌年度から5年度分全額免除

（自動車取得税）
    平成21年4月1日から平成33年3月31日の間に取得されたもの（新車・中古車）

　　…　全額免除

・　市場投入の状況

　  - 次世代電気自動車（軽自動車タイプ）　　 平成21年　7月

　　- プラグインハイブリッド自動車　　　  　　   平成21年12月

　　- 次世代電気自動車（普通自動車タイプ）　平成22年12月

　　- 水素を燃料とする燃料電池自動車　　　　平成26年12月

・　平成21年度から28年度までの間、自動車取得税は、地方税法による

　免除あり
注　東京都主税局ホームページ「＜東京版＞環境減税について」等より作成。

（法人事業税）  平成26年度  約 　2億　500万円
（個人事業税）  平成26年度  約        2,500万円

（自動車税）   平成25年度　約　1億　800万円
（自動車税）   平成26年度　約　1億8,900万円
（自動車税）   平成27年度　約　2億3,900万円

備　　考

(２)　次世代自動車の導入促進税制

対 象 車

免 除 額

適用実績

適用実績

対 象 者

対象設備

減 免 額

適用期間

＜東京版＞環境減税の概要

(１)　中小企業者向け省エネ促進税制
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2012年 （億ドル）

602

490

うち、ガソリン 364

112

化石燃料 71

電気 41

330

25

306

取引課税

保有課税

課税対象 日本

エネルギー物品

輸送目的

生活上の使用目的

自動車、その他の輸送手段

○ 環境関連税収の内訳（抄） ○ 環境関連税制の税収（抄） 

注１ 財務省ホームページより抜粋。 

 ２ OECDによる「環境関連税制」(Environmentally Related Taxes)の定義は、以下のとおり。 

  ・特に環境に関連するとみなされる課税物件に課される一般政府に対する全ての強制的・一方的な支払い 

  ・税の名称及び目的は基準とはならない 

  ・税の使途が定まっているかは基準とはならない 

 ３ 「環境関連税制」の課税対象には、上記の「エネルギー物品」・「自動車、その他輸送手段」のほか、「廃棄物管理」、「オゾン層破壊物質」等がある。 

 ４ GDP比の内訳については、OECD環境統計には示されていないため、OECDが公表している各国のGDPを基に試算した。 

OECD環境統計―環境関連税制 

2012年

うち
エネルギー物品

うち
エネルギー物品

デンマーク 3.9 2.2 124 69

オランダ 3.6 1.9 276 150

フィンランド 3.1 2.1 76 52

イタリア 3.0 2.3 601 465

イギリス 2.4 1.8 600 441

ドイツ 2.2 1.8 750 626

フランス 1.9 1.5 508 385

日本 1.6 1.0 938 602

カナダ 1.1 0.8 208 152

アメリカ 0.8 0.5 1,255 768

OECD平均 1.6 1.1 - -

GDP比（％ of GDP） 税収（億ドル）
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炭素税導入国の比較 

○欧米の主な炭素税導入国においては、税収は一般財源に繰り入れられ、多くの国において法人 
  税・所得税の減税等に活用されている。 
○多くの国において、産業に対し細やかな減免措置を講じることにより、負担軽減が図られている。 

主な炭素税導入国の税収使途 

 注１ 環境省ホームページ「諸外国における炭素税等の導入状況」より作成。 
   ２ 税率は2016年1月時点。但し、日本の地球温暖化対策税は2016年4月以降の税率。税収は取得可能な直近の値。但し、日本の地球温暖化対策税は2016年度（平年度）の見込値。 
    ３ 為替レート：1CAD=約95円、1CHF=約116円、1EUR＝約135円、1DKK＝約18円、1SEK=約15円。（2013～2015年の為替レート（TTM）の平均値、みずほ銀行）  
 

（2016年1月時点） 

税率 税収規模
円/tCO2 億円[年]

日本
（温対税）

2012 289 1
2,600

[2016年]
特別会計

・省エネ対策、再生可能エネルギー普及、化石燃料クリーン化等
　のエネルギー起源CO2排出抑制

フィンランド
（炭素税）

1990

7,280(54EUR)
（暖房用）/

7,820(58EUR)
（輸送用）

25
／
27

1,499
[2015年]

一般会計 ・所得税の引下げおよび企業の雇用に係る費用の軽減

スウェーデン
（CO2税）

1991
16,723

(1,120SEK)
58

3,357
[2014年]

一般会計 ・法人税の引下げ（税収中立）

デンマーク
（CO2税）

1992
3,099

(171.4DKK)
11

669
[2015年]

一般会計 ・政府の財政需要に応じて支出

スイス
（CO2税）

2008
9,715

(84CHF)
34

876
[2014年]

一般会計
（一部基金化）

・税収1/3程度は建築物改装基金、一部技術革新ファンド、残り
　2/3程度は国民・企業へ還流

アイルランド
（炭素税）

2010
2,697

(20EUR)
9

464
[2012年]

一般会計 ・赤字補填（財政健全化に寄与）

フランス
（炭素税）

2014
2,966

(22EUR)
10

3,370
[2015年]

一般会計
・炭素税収の一部は一般財源として「競争力・雇用税額控除」に
　使途

ポルトガル
（炭素税）

2015
900

(6.67EUR)
3

128
[2015年]

一般会計
・所得税の引下げ（予定）
・一部電気自動車購入費用の還付等に充当

カナダBC州
（炭素税）

2008
2,854

(30CAD)
10

1,179
[2015年]

一般会計 ・他税（法人税等）の減税により納税者に還付

倍率国名 財源 税収使途導入年
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諸外国における温暖化対策関連の主な税制改革

注 環境省資料等により作成。 

1990年 フィンランド 　いわゆる炭素税 （Additional duty） 導入

1991年 スウェーデン 　二酸化炭素税 （CO2 tax） 導入

ノルウェー 　二酸化炭素税 （CO2 tax） 導入

1992年 デンマーク 　二酸化炭素税 （CO2 tax） 導入

オランダ 　一般燃料税 （General fuel tax） 導入

1993年 イギリス 　炭化水素油税(Hydrocarbon oil duty) の段階的引上げ(～1999年)

1996年 オランダ 　規制エネルギー税 （Regulatory energy tax） 導入

1999年 ドイツ
　鉱油税 （Mineral oil tax） の段階的引上げ （～2003年）
　電気税 （Electricity tax） 導入

イタリア 　鉱油税 （Excises on mineral oils） の改正　(石炭等を追加）

2001年 イギリス 　気候変動税 （Climate change levy） 導入

2001年 ドイツ 　再生可能エネルギー法による固定価格買取制度（FIT）開始

2004年 オランダ
　一般燃料税を既存のエネルギー税制に統合 （石炭について
　のみ燃料税として存続（Tax on coal））

　規制エネルギー税をエネルギー税（Energy tax） に改組

2005年 ＥＵ 　ＥＵ域内排出量取引制度（EU-ETS）開始

2006年 ドイツ 　鉱油税をエネルギー税 （Energy tax） に改組 （石炭を追加）

2007年 フランス 　石炭税 （Coal tax） 導入

2008年 スイス 　二酸化炭素税 （CO2 levy） 導入

2010年 アイルランド 　炭素税 （Carbon tax） 導入

2011年 スウェーデン
　エネルギー税（Energy Tax）の改正
　（課税基準を熱量ベースに変更、税率引上げ）

2012年 オーストラリア
　炭素価格付け制度（Carbon Pricing Mechanism）導入
　＜2014年7月　廃止＞

 1980年代からの環境問題に対する関心の高まり、気候変動枠組条約国際交渉 （1990年～） など

 1992年　気候変動枠組条約採択　【1994年3月発効】 、6月 地球サミット(リオデジャネイロ）

 1997年　京都議定書採択　【2005年2月発効】

　＜参考＞2003年10月「エネルギー製品と電力に対する課税に関する枠組みEC指令」公布
                                                             　【2004年1月発効】
　　　　： 各国はエネルギー製品及び電力に対して最低税率を上回る税率を設定（努力義務）

　＜参考＞2015年12月　「パリ協定（The Paris Agreement）」採択
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諸外国における環境税制改革の特徴的な取組

注　環境省ホームページ「諸外国における炭素税等の導入状況」、環境省「税制全体のグリーン化推進検討会」（平成25年10月28日）資料及び
　　　World Bank Group・ECOFYS「State and Trends of Carbon Pricing May 2014」等より抜粋。

○環境税の課税において、特定産業に対する軽減措置を設定。 

○環境税の税収は一般会計に充当され、経済活性化（法人税・所得税の減税等）に活用。 

○炭素税導入国では炭素税率の顕著な引上げを予定。（ＥＵ－ＥＴＳ（※）対象企業は課税免除） 

全体的な特徴 

各国の特徴的な取組 

※ＥＵ－Ｅｍｉｓｓｉｏｎｓ Ｔｒａｄｉｎｇ Ｓｃｈｅｍｅ：ＥＵ域内排出量取引制度 

※カーボンプライスフロア制度：発電分野における炭素価格の下限を設定し、排出量取引において下限価格を下回った場合に、その差分について課税を行う制度 
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注　環境省ホームページ「諸外国における炭素税等の導入状況」、環境省「税制全体のグリーン化推進検討会」
（平成25年10月28日）資料及びWorld Bank Group・ECOFYS「State and Trends of Carbon Pricing May 2014」等よ
り抜粋。

諸外国における環境税制改革の成果と課題
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平成13年度東京都税制調査会答申（抜粋）<環境税（炭素税）の検討> 

基本的考え方 具体的なモデル案 

環境税（炭素税）をめぐる論点とあるべき方向 

地方環境税（炭素税）の確立に向けて 

第１案 第２案 第３案

構築方法

同一の課税ポイント、
同一の課税標準を用いて
地方税(全国地方税)と
国税とを併課

国税と地方税（全国
地方税）とを別個独立
に構築

すべてを
地方税(全国地方税)
として構築

特徴
地方自治体が
国税分を含めて徴収し、
国に払込み

国税と地方税とが
課税ポイントで棲み分け可能
国税での導入が遅れた
場合、地方税が先行可能

環境施策における
国と地方の役割分担等を
踏まえ、その税収の一部を
地方自治体から国に譲与

・国と地方との間で税源を配分する必要
　⇒配分割合は、地球温暖化対策等の環境施策における国と地方との役割分担
　　等を踏まえて検討していく必要

・地方自治体がいわゆる川下（流通段階・消費段階）で賦課徴収することを基本
とすることが適当

・国における法制度の整備が前提
　⇒国における取組みが遅れた場合には、都自らが地域の産業構造等に対応
　　した措置を税制面で講ずることも検討すべき。

共通事項

国の基本的役割等も視野に入れつつ、地方主権の立場から環境施策を 

推進することができるのは、第３案であると考えられ、 

最も地方主権の時代にふさわしい案である。 

税制を構築する場合には、地方の主体性を重視しつつ国の役割も踏まえた制度が望ましい。 

課税対象・課税標準 

課税ポイント・税率 

既存のエネルギー関連諸税との関係 

 すべての化石燃料を課税対象とすることを基本とすべき。 

 CO2排出量抑制が税の目的であることから、化石燃料の炭素含有量に着目し、化石 

燃料の消費量(販売量)を課税標準とすることを基本とすべき。 

税収の使途・課税主体 

 汚染者負担の原則の考え方に合致するだけでなく、アナウンスメント効果やインセ

ンティブ効果が期待できるため、流通、消費段階での課税を基本とすべき。 

 導入当初は、比較的低税率で導入することが望ましい。 

 既存の燃料課税を全面的に改組するのではなく、既存税制に上乗せして課税する

方式が現実的。 

 将来の財政の硬直化を避けるために、普通税としその税収を一般財源とすることが 

より望ましい。 地球温暖化対策は、国と地方がそれぞれの役割分担や責務を踏まえ 

ながら、総合的一体的に取り組む必要があることから、国と地方を通じた税制として 

構築すべき。 

 諸外国で一定の政策効果をあげている環境税（炭素税）は、わが国において

も、早急にその創設に向けた検討を深めていくべき。導入にあたっては、次の

ような視点から検討すべき。 

 ○国・地方を通じた税制として構築 

 ○地方税を主体とし、また全国地方税として構築 

 ○地方自治体の自主的な取組みを可能とする制度 

 ○環境税（炭素税）の税の目的や性格等を踏まえる必要 
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平成23年度東京都税制調査会答申（抜粋）＜温暖化対策税の検討＞ 

検討事項 

 中長期的視点から温暖化対策税の導入を

提言。経済環境を慎重に見極め、国民的な

理解を得る必要。 

 我が国CO2排出の３分の１を占める電力

への課税のあり方が重要。発電段階での

化石燃料への課税、消費（使用）段階で

の電気への課税の２つの考え方。 

 全ての化石燃料を課税対象とし、燃料

ごとに炭素含有量（CO2排出量）比例税率

を上乗せ。ただし、揮発油、軽油（自動

車用）は現行税率を維持し、本則税率を

超える部分を温暖化対策税に振替え。 

 温暖化対策における地方の役割、地方

分権の流れ等を踏まえ、国と地方との税

源配分が重要。税源の偏在を考慮し、消

費に近い段階での課税を全国ベースの地

方税とすべき。 

税源配分・課税段階 

課税対象 

電力由来のCO2の排出抑制 

今後に向けて 

温暖化対策税のためのシミュレーション 

前
 
提

 

○ 既存エネルギー関係税と温暖化対策税とを合わせた税収の対GDP比がOECDの平均水準1.3％ 

  (2004年)となるように仮定する。 

○ 揮発油、軽油（自動車用)については、現行課税のうち本則税率を超える部分を温暖化対策税 

  に振り替えることとし、それ以外の化石燃料及び電気については、CO2排出量（炭素含有量)比例 

  で温暖化対策税を課税(「新規課税」)することとする。 

○ 課税客体(燃料種別)ごとの税率は、炭素トン当たり税率に、燃料ごとの炭素含有量を乗じて 

  求めることとする。 

○ 税源配分は、軽油及び電気に係る温暖化対策税を地方税とし、その他の燃料に係る税を国税 

  とする。 

○ 現在の消費量(2007年度)に合わせて温暖化対策税の税収を推計した。 

2011年度から課税を開始した場合、

2020年度のCO2排出量は2,970万ト

ンの削減(削減率2.9%)。 

2011年度から課税を開始した場合、

2020年度までの各年度において、

GDPは0.1～0.4%減少。 

我が国産業全体での価格上昇率

(影響の上限値)は0.56%、製造業で

0.86%。 

電気、都市ガス、灯油を対象に二

人以上世帯の場合、光熱費の負担

増は月694円。 

検討にあたって 

○国は、温暖化対策のための石油石炭税の税率上乗せを審議しているが、CO2抑制効果等の本質的な議論がなされているとは言い難い。 

○地方分権の流れ、温暖化対策における地方自治体の役割等を考えれば、国と地方で税源を適切に配分すべきことについても議論が不十分である。 

 こうした国の動向も注視しながら、地方の立場から考える温暖化対策税のあり方について検討を進め、その成果を取りまとめた。 

CO2排出量 

の削減効果 

家計への 

影響 

物価への 

影響 

GDPへの 

影響 

課税客体 税率 炭素トン当たり税率

揮発油 25,100円/kℓ 39,641円/t-c
軽油
　自動車用 17,100円/kℓ 24,256円/t-c
　自動車用以外 5,297円/kℓ
灯油 5,101円/kℓ
重油 5,552円/kℓ
航空機燃料 5,046円/kℓ 7,513円/t-c
石油ガス 6,145円/t
天然ガス 5,538円/t
石炭 4,769円/t
電気 0.912円/kWh

国 地方 計
2.1 1.4 3.5

揮発油税等振替 1.4 0.6 2.0
新規課税 0.7 0.8 1.5

温暖化対策税

（単位：兆円）表２ 税収規模と税源配分 

表１ 温暖化対策税の税率 
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○創設の背景と目的

○創設の経緯

注　環境省「租税特別措置法（石油石炭税［地球温暖化対策のための課税の特例］関係）の改正」、総務省「地方財政審議会資料（平成28年3月18日）」
　　より作成。

「地球温暖化対策のための税」創設の背景

・我が国で排出される温室効果ガスの約９割は、エネルギー利用に由来する二酸化炭素であり、温室効果ガスを 

 抜本的に削減するためには、エネルギー起源ＣＯ２の排出抑制対策の強化が不可欠。 

・また、原子力への依存度低減を図る中で、省エネルギーの推進、再生可能エネルギーの拡大など、 エネルギー 

 起源ＣＯ２排出抑制対策の更なる推進は、震災以前よりも一層重要となってきている。 

・このような背景を踏まえ、課税による経済的インセンティブを活用して化石燃料に由来するＣＯ２の 排出抑制を 

 進めるとともに、その税収を活用してエネルギー起源ＣＯ２排出抑制対策を強化するために、平成24年度税制 

 改正において「地球温暖化対策のための税」が創設された。 

年度 税制改正等

平成16年度

○京都議定書の発効を見込み、環境省が環境税の創設を要望。
　［17年度大綱：検討事項］
　　いわゆる環境税については、必要に応じ、そのあるべき姿について早急に検討する。
　　（以降毎年度「検討事項」に記述。）

平成22年度
○環境省・経済産業省が税制改正要望を提出
　［23年度大綱］　平成23年度に「地球温暖化対策のための税」を導入する。
　　→国会における審議の結果、この改正事項については見送られる。

平成23年度
○［24年度大綱］　平成24年度税制改正において、引き続き実現を図る。
　　→「地球温暖化対策のための税」の創設が決定。24年10月から段階的に実施。
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注　総務省「地方財政審議会（平成28年3月28日）」資料、環境省資料より作成。

「地球温暖化対策のための税」の概要

○ 全化石燃料に対して課税する石油石炭税に、CO2排出量に応じた税率（289円/Co2トン）を上乗せ 

○ 平成24年10月1日から施行し、3年半かけて税率を段階的に引き上げる 

○ 課税主体は国、納税義務者は「原油等を採取する者」及び「原油等を保全地域から引き取る者」 

○ 税収は、エネルギー起源CO2排出抑制施策に充当 

　　　　（参考）家計への負担

世帯当たりの負担額

　ガソリン 0.76円/L
　灯油 0.76円/L
　電気 0.11円/kwh
　都市ガス 1.647円/Nm3
　LPG 0.78円/㎏

税によるエネルギー価格上昇額

1,228円/年
（102円/月）

税率（段階的引き上げ） 税収

原油・石油製品
[１㎘あたり]

ガス状炭化水素
[１tあたり]

石炭
[１tあたり]

税収
[上乗せ分]

税収
[石油石炭税全体]

24年度
（10月１日～）

250円 260円 220円 約390億円 5,669億円

26年度 500円 520円 440円 約1,700億円 6,307億円

28年度 760円 780円 670円 約2,600億円 6,880億円

７６０円

２，０４０円

１，０８０円

７８０円

７００円

６７０円

上乗せ分

本則分

※「家計調査」（平成22年）を基に環境省、経済産業省が試
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「地球温暖化対策のための税」に関する東京都の現状 

 

１  国への提案要求  

 

○国の施策及び予算要求に対する提案要求（平成 27 年６月）  

 

 

 

 

○【参考】関東地方知事会議（平成 27 年 10 月）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２  国のエネルギー対策特別会計 ※から助成を受けて実施している事業  

 

事  業  名  事  業  内  容  

再生可能エネルギ

ー等導入推進基金

事業  

・区市町村等が地域の避難所に太陽光パネル

や蓄電池等を導入する場合に支援  

・事業期間は、平成 27～ 28 年度（平成 26 年

度交付）  

地域での地球温暖

化防止活動基盤形

成事業  

・区市町村等が開催する家庭の省エネに関す

るセミナー・イベント等に講師（エコアド

バイザー）を派遣  

・家庭における省エネ状況等の調査や事業所

へのインタビュー  

※実施主体は、公益財団法人東京都環境公社  

※エネルギー対策特別会計は、「地球温暖化対策のための税」を財源

とする。  

 

「地球温暖化対策のための税」については、気候変動対策におけ

る国と地方の役割分担を踏まえ、地方への十分な財源配分を行う

こと。  

平成 27 年度与党税制改正大綱で、森林吸収源対策及び地方の

地球温暖化対策に関する財源の確保については、ＣＯＰ 21 に向

けた 2020 年以降の温室効果ガス削減目標の設定までに具体的な

姿について結論を得るとされたものの、削減目標が設定された現

在においても、結論は示されていない。ついては、国税の「地球

温暖化対策のための税」について、使途を森林吸収源対策にも拡

大するとともに、その一部を地方税源化するなど、地方の役割等

に応じた税財源を確保する仕組みを速やかに創設すること。  
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「地球温暖化対策のための税」に関する地方団体等の意見

○ 地方六団体：平成28年度予算概算要求等について（平成27年10月） 

　地球温暖化対策のための石油石炭税の税率の特例による上乗せ分について、
使途を森林吸収源対策にも拡大し、その一部を地方の役割等に応じた税財源とし
て確保する等、地球温暖化対策及び森林吸収源対策に関して地方団体が果たす
役割を適切に反映した地方税財源の充実・強化のための制度を速やかに構築す
ること。

○ 全国知事会：平成28年度税財政等に関する提案（平成27年11月）

　今後の税制改正論議を通じて、地球温暖化対策のための石油石炭税の税率上
乗せ分の使途を森林吸収源対策にも拡大するとともに、その一部を地方の役割
等に応じた税財源として確保するなど、地球温暖化対策及び森林吸収源対策に
地方団体が果たす役割を適切に反映した安定的かつ恒久的な地方税財源の充
実・強化のための制度を速やかに構築すべきである。

○ 全国市長会：平成28年度都市税制改正に関する意見（平成27年8月） 

　地球温暖化対策のための石油石炭税の税率の特例による上乗せ分について
は、地球温暖化対策など環境施策において都市自治体の果たしている役割等を
踏まえ、その一部を地方へ譲与すること。

○ 全国町村会：平成28年度税制改正に関する要望（平成27年11月） 

ア 石油石炭税の税率の特例措置による税収の使途については、二酸化炭素
　 排出抑制対策に限定せず、森林の整備・保全等の二酸化炭素吸収源対策
   を同列に位置付け、所要の財源を措置すること。
イ 石油石炭税の税率の特例措置による税収の一定割合は、森林の整備・保
   全、国土の保全・自然災害防止を推進する町村の果たす役割を踏まえ、
   森林面積に応じ譲与すること。
ウ 森林・林業・山村対策の抜本的強化をはかるため、「全国森林環境税」
   を創設すること。
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「地球温暖化対策のための税」に関する日本経済団体連合会の意見 

地球温暖化対策税の使途拡大等に反対する 
2015年11月9日 

 
１．安倍政権の下、日本経済の再生に向け、未来の成長につながる設備投資の拡大が 
 期待されており、そのためには、事業環境のさらなる改善が必要である。しかしながら、 
 東日本大震災後、原子力発電所の稼働停止による化石燃料輸入の増加や、円高修 
 正によるエネルギーコストの高騰等により、産業用の電気料金は約４割上昇し、事業 
 の足かせになっている。現に、電力多消費産業を中心に、事業からの撤退や倒産、海 
 外への移転が生じている。 
  こうしたなか、2012年10月に導入された「地球温暖化対策のための税」（地球温暖化 
 対策税）について、2016年４月に予定されている税率引上げの凍結、および廃止を含 
 めた抜本的見直しを求める強い意見が産業界の中にある。 
 
２．その一方で、来年度税制改正に向け、農林水産省や一部地方公共団体から、地球 
 温暖化対策税収の使途を拡大して森林吸収源対策に充てるべき、その一定割合を地  
 方に譲与すべき、あるいは森林整備等のため二酸化炭素排出源を課税対象とする森 
 林環境税(仮称)を創設すべき、との要望が出されている。 
  また、環境省は、森林吸収源対策や生態系保全等のための費用を国民が広く薄く負 
 担するための森里川海協力資金制度(仮称)の創設を求めている。 
 
３．これまで、地域社会と協力しながら森林保全対策や生態系保全に主体的に取り組ん 
 できた産業界として、以下の理由から地球温暖化対策税収の使途拡大や森林環境税 
 の創設に反対する。 
(1)エネルギーコストの低減が国家的な課題となるなか、省エネ対策等に活用すべき財 
 源を他の使途に用いるべきではない。 
(2)地球温暖化対策税は「エネルギー起源CO2排出抑制のための諸施策を実施する観 
 点から」（平成25年度税制改正大綱、2013年１月24日）導入された。その経緯を無視し 
 た使途拡大は納税者の信用を損なうものである。 
(3)地球温暖化対策税は、受益者負担の考え方の下、エネルギー起源CO2排出抑制の 
 ための費用負担を化石燃料利用者に課していることから、その税収を森林吸収源対 
 策に充てることは、受益と負担の関係を損なうこととなる。 
(4)国民に広く多面的な便益をもたらす森林吸収源対策のための費用を特定の者に負担 
 を課すことは適当でなく、一般財源で手当てすべきである。 
 
４．森里川海協力資金制度は、具体的な負担の仕組みが不明確なうえ、施策の必要性 
 も資金の使途も曖昧であり、税制改正の検討対象とすべきでない。 
５．新たな税負担は企業の設備投資意欲を削ぐのみならず、企業の国際競争力の低下 
 を招き、国内での事業存続を更に困難にさせることになる。 

以上 

注１ 一般社団法人日本経済団体連合会ホームページより抜粋。 
  ２ 一般社団法人日本経済団体連合会を含む計163団体による要望。 
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○検討の背景

○検討の経緯

注　総務省「地方財政審議会（28年3月18日）」資料等により作成。

「森林環境税（仮称）」検討の背景

・地球温暖化防止対策は①二酸化炭素の排出抑制、②森林による二酸化炭素の吸収・固定の２つが車の両輪。 

・1990年以降に植林や間伐等の森林整備といった「人為活動」が行われている森林が森林吸収量の参入対象。 

・国土の２/３が森林で覆われている日本では、主として間伐等の森林整備により森林吸収量の目標を達成す 

 る必要。 

年度 税制改正等

平成24年度 　［25年度大綱：検討事項］　　　森林吸収源対策及び地方の地球温暖化対策に関する財源の確保について早急に総合的な検討を行う。

平成25年度
○環境大臣が、2020年度に2005年度比3.8％減の削減目標を表明。
　［26年度大綱：検討事項］　　　新たな仕組みについて専門の検討チームを設置し早急に総合的な検討を行う。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→自民党政調会長の下に「森林吸収源対策等に関する財源確保についてのPT」を設置。

平成26年度
　［27年度大綱：検討事項］
　森林吸収源対策及び地方の地球温暖化対策に関する財源の確保について、（中略）新たな仕組みの導入に関し、（中略）COP21に向けた
2020年移行の温室効果ガス削減目標の設定までに具体的な姿について結論を得る。

平成27年度

○COP21において、温室効果ガス排出削減等のための新たな国際枠組みである「パリ協定」が採択。日本は2030年度に2013年度比26％の
温室効果ガスを削減目標とする日本の約束草案（政府原案）を国連事務局へ提出。
　［平成28年度大綱］
 　 森林吸収源対策
　　　 2020年度及び2020年以降の温室効果ガス削減目標の達成に向けて、森林吸収源対策及び地方の地球温暖化対策に関する
　　安定的な財源の確保についての新たな仕組みとして、以下の措置を講ずる。
　　　（中略）
　　　森林整備等に関する市町村の役割の強化や、地域の森林・林業を支える人材の育成確保策について必要な施策を講じた上で、
　　市町村が主体となった森林・林業施策を推進することとし、これに必要な財源として、都市・地方を通じて国民に等しく負担を求め、
　　市町村による継続的かつ安定的な森林整備等の財源に充てる税制（森林環境税（仮称））等の新たな仕組みを検討する。
　　その時期については、適切に判断する。
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注 総務省「地方財政審議会」（平成28年3月18日）資料等より作成。 

28



「森林環境税（仮称）」に関する地方団体等の意見

○ 全国知事会：平成28年度税制改正大綱について（平成27年12月） 

長年にわたり懸案であった森林吸収源対策及び地方の地球温暖化対策に関する財源確保につ
いて、方向性が示された。今後、税制等の新たな仕組みを検討する際には、国・都道府県・
市町村の森林整備等に係る役割分担及び税源配分のあり方などの課題について十分整理する
とともに、現在、都道府県を中心として独自に課税している森林環境税等との関係について
も、地方の意見を踏まえて、しっかりと調整するよう強く求める。

○ 関東地方知事会：地方分権改革の推進について（平成28年5月） 

森林吸収源対策及び地方の地球温暖化対策に関する財源の確保については、市町村による継
続的かつ安定的な森林整備等の財源に充てる税制（森林環境税（仮称））等の新たな仕組み
を検討するとされたところであるが、検討に当たっては、地方の意見を取り入れながら、
国・都道府県・市町村の役割分担などの課題について十分に整理するとともに、都道府県を
中心として独自に課税している森林環境税等との関係を調整した上で、地方の役割等に応じ
た税財源を確保する仕組みとすること。

○ 九都県市首脳会議：地方分権の改革に向けた要求（平成28年5月） 

カ 地球温暖化対策に必要な地方税財源の確保
　平成28年度与党税制改正大綱では、地方の地球温暖化対策に関する財源の確保について、
市町村による継続的かつ安定的な森林整備等の財源に充てる税制（森林環境税（仮称））等
の新たな仕組みを検討するとされた。ついては、地方自治体が地球温暖化対策に果たす役割
と責任などを踏まえ、地方の意見を取り入れながら、これらの対策に必要な地方税財源を確
保するための具体的な制度設計を早急に進めること。
　また、地方自治体が実施している地球温暖化対策は、森林吸収源対策だけでなく、省エネ
ルギーの推進や再生可能エネルギーの導入など多岐にわたるため、これらの対策に必要な地
方税財源を確保する制度についても早急に創設すること。

１. 森林の公益的機能の持続的な発揮、そのための森林・林業・山村対策の抜本的な強化を
はかるため、新たな税財源として「全国森林環境税」を創設し、国民的支援の仕組みを構築
すること。

○ 全国町村会：平成28年度税制改正に関する要望（平成27年11月） 

ウ 森林・林業・山村対策の抜本的強化をはかるため、「全国森林環境税」を創設すること。

○ 東京都町村会：団体要望（平成28年2月） 

国に「全国森林環境税」の創設を強く働きかけるためにも、都と町村が一体となることが重
要である。また、地球規模での温室効果ガスの削減が求められる中、森林を有する町村が積
極的に森林整備を推進することは、東京都の二酸化炭素の削減に多大な貢献をしていること
になる。先の「全国森林環境税」と合わせて、都としても森林環境を守る市町村に財政的な
還元をしていく都制度の創設や補助の拡充が必要である。

○ 自由民主党　三多摩・島嶼部会：団体要望（平成27年10月）

森林の保育、保全を目的とする財源の確保　①国に「森林環境税」の創設を働きかけ

○ 全国森林環境税創設促進連盟/全国森林環境税創設促進議員連盟
　 全国森林環境税の創設に関する意見（平成27年11月）
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